
診療報酬上臨時取扱項目 点数 往診（陽性患者） 外来 入院
院内トリアージ ３００

初診料 ２１４ 電話等

二類感染症患者入院診療加算
※3月末まで延⾧ 医学的に初診
（※）要件の変更あり（11月より）

２５０ 初診、再診、電話
等

※診療・検査の実
施

７５０点
※転院の場合、９０日
を限度（最初に転院し
た医療機関の入院日）

救急医療管理加算１ ９５０
（旧点数を継続）

２８５０点
（９５０×３）

９５０点

重点的に健康観察を行う対象者（保健所）電話等を用いて （１４７点） ※二類感染症と併算可

※中和抗体薬 ４７５０点
（９５０×５）

２８５０点

※中等度（酸素吸入） ９５０×４ ３８００点

※中等度以上（人工呼吸器） ９５０×６ ５７００点

※入院における算定は、１４日間（回復患者の転院の場合は、転院１回目の日を起算）
１５日超の算定は医師の必要性の理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載にて算定可
※救急医療管理加算１の診療報酬上臨時取扱の点数は、１日に併せて算定は不可

※二類感染症入院診療加算（A220－2 二類感染症患者療養環境特別加算 個室加算又は陰圧室）は算定可

（※）令和４年７月２２日事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い（その７２）



SARS-CoV-2核酸検出及びSARS-CoV-2抗原検出の算定

療養病棟入院料を算定する場合 （１回目及び２回目）
検査を実施した日時
検査実施の理由
本検査が必要と判断した医学的根拠（診断を目的とする場合に限る）
当該患者が算定する入院料
（退院可能かどうかの判断）
検査を実施した日時
検査実施の理由
検査の結果
当該患者が算定する入院料

SARS-CoV-2抗原検出（定性）※都道府県から無償譲渡された抗原定性検査キットの扱い

キット等を用いて患者自身が検査を行い、検査結果を持参した場合、当該検査結果に基づ
き保険医療機関において医師が診療を行った場合
基本診療料、検体検査実施料及び判断料は算定できるか？

算定不可

キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が必要と判断し、検査を実施した場合
検体検査実施料及び判断料は算定できるか？

算定可

※療養病棟入院基本料 在宅患者支援療養病床初期加算の併算定可
※医療区分３ 感染症の治療の必要性から隔離室を実施している状態 医療区分３に該当
A220-2 １ 個室加算 ３００点（二類感染症入院診療加算 特例により算定可 ※差額室料の兼合あり






